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令和２年第４回 

美唄市議会定例会会議録 

令和２年１２月１０日（木曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 委員長報告 

  １ 議案第 78 号 美唄市職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部改正の件

（総務・文教） 

  ２ 議案第 79 号 美唄市延滞金徴収条

例の一部改正の件（総務・文教） 

  ３ 議案第 80 号 美唄市放課後児童施

設条例の一部改正の件（総務・文教） 

  ４ 議案第 81 号 美唄市体育センター

条例の一部改正の件（総務・文教） 

  ５ 議案第 82 号 美唄市火災予防条例

の一部改正の件（総務・文教） 

  ６ 陳情第 １ 号 「総合計画」を議会

の議決事件にすることを求める陳情

（総務・文教） 

  ７ 議案第 83 号 美唄市後期高齢者医

療に関する条例の一部改正の件（産

業・厚生） 

  ８ 議案第 84 号 美唄市税条例の一部

改正の件（産業・厚生） 

  ９ 議案第 85 号 美唄市介護保険条例

の一部改正の件（産業・厚生） 

  10 議案第 86 号 美唄市特定用途制限

地域内における建築物等の制限に関

する条例制定の件（産業・厚生） 

  11 議案第 87 号 美唄市空家等対策協

議会条例制定の件（産業・厚生） 

  12 議案第 88 号 市立美唄病院診断費

及びその他料金徴収条例の一部改正

の件（産業・厚生） 

  13 議案第 89 号 指定管理者の指定の

件（美唄市南美唄地区共同浴場）（産

業・厚生） 

  14 議案第 90 号 指定管理者の指定の

件（美唄市峰延福祉会館）（産業・厚

生） 

  15 議案第 91 号 指定管理者の指定の

件（美唄市茶志内福祉会館）（産業・

厚生） 

  16 議案第 92 号 指定管理者の指定の

件（美唄市光珠内福祉会館）（産業・

厚生） 

  17 議案第 93 号 指定管理者の指定の

件（美唄市東福祉会館）（産業・厚生） 

  18 議案第 94 号 指定管理者の指定の

件（美唄市南福祉会館）（産業・厚生） 

  19 議案第 95 号 指定管理者の指定の

件（美唄市日東福祉会館）（産業・厚

生） 

  20 議案第 96 号 指定管理者の指定の

件（美唄市西美唄福祉会館）（産業・

厚生） 

  21 議案第 97 号 指定管理者の指定の

件（美唄市中村福祉会館）（産業・厚

生） 

  22 議案第 98 号 指定管理者の指定の

件（美唄市茶志内中央福祉会館）（産

業・厚生） 

  23 議案第 99 号 指定管理者の指定の

件（美唄市東明西福祉会館）（産業・

厚生） 



- 66 - 
 

  24 議案第 100 号 指定管理者の指定

の件（美唄市東４条福祉会館）（産

業・厚生） 

  25 議案第 101 号 指定管理者の指定

の件（美唄市北福祉会館）（産業・厚

生） 

  26 議案第 102 号 指定管理者の指定

の件（美唄市開発福祉会館）（産業・

厚生） 

  27 議案第 103 号 指定管理者の指定

の件（美唄市癸巳福祉会館）（産業・

厚生） 

  28 議案第 104 号 指定管理者の指定

の件（美唄市総合福祉センター）（産

業・厚生） 

  29 議案第 105 号 指定管理者の指定

の件（美唄市立茶志内双葉保育園）

(産業・厚生) 

  30 議案第 106 号 指定管理者の指定

の件（美唄市立進徳保育園）（産業・

厚生） 

  31 議案第 107 号 指定管理者の指定

の件（ピパオイの里プラザ）（産業・

厚生） 

  32 議案第 108 号 令和２年度美唄市

一般会計補正予算（第８号）（予算審

査特別） 

  33 議案第 109 号 令和２年度美唄市

国民健康保険会計補正予算（第３号）

（予算審査特別） 

  34 議案第 110 号 令和２年度美唄市

下水道会計補正予算（第１号）（予算

審査特別） 

  35 議案第 111 号 令和２年度美唄市

介護保険会計補正予算（第３号）（予

算審査特別） 

  36 議案第 112 号 令和２年度市立美

唄病院事業会計補正予算（第３号）

（予算審査特別） 

  37 議案第 113 号 令和２年度美唄市

水道事業会計補正予算（第１号） 

 第３ 桂沢水道企業団議会議員選挙 

 第４ 美唄市選挙管理委員会委員及び同補

充員選挙 

 第５ 議案第 114 号 美唄市監査委員選

任の件 

 第６ 議案第 115 号 美唄市教育委員会

委員任命の件 

 第７ 議案第 116 号 美唄市固定資産評

価審査委員会委員選任の件 

 第８ 意見書案第８号 コロナ禍による地

域経済対策を求める意見書 

 第９ 意見書案第９号 経営所得安定対策

における「子実用とうもろこし」の

適用拡大を求める意見書 

 第10 意見書案第10号 犯罪被害者支援の

充実を求める意見書 

 第11 意見書案第11号 不妊治療への保険

適用の拡大を求める意見書 

   

◎出席議員（１４名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

２番  伊 藤 真 久 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  山 崎 一 広 君 
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   ６番  川 上 美 樹 君 

７番  楠   徹 也 君 

８番  松 山 教 宗 君 

９番  本 郷 幸 治 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

       13番  小 関 勝 教 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保健福祉部長  高 橋 英 雄 君 

経 済 部 長  東   貴 弘 君 

 都市整備部長  米 澤   勝 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  高 橋 修 也 君 

 

 教育委員会教育長  天 野 政 俊 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

 選挙管理委員会委員長  高 田   豊 君 

 選挙管理委員会事務局長  日 下   聡 君 

 

 農業委員会会長職務代理者  畑   雄 二 君 

 農業委員会事務局長  高 田 裕 二 君 

 

 監 査 委 員  後 藤 樹 人 君 

  監査事務局長  根 布 忠 幸 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 

●議長金子義彦君 これより、本日の会議を

開きます。 

この場合、説明員の欠席について、次のと

おり通知がありましたので報告いたします。    

農業委員会会長今田邦彦君は、本日都合に

より欠席のため、会長職務代理者畑雄二君が

代理出席いたします。 

 

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

１番 森 明人議員  

２番 伊藤真久議員 

を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第２、委員長

報告に入ります。 

順序１、議案第78号「美唄市職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部改正の件」ないし

順序37、議案第113号「令和２年度美唄市水道

事業会計補正予算（第１号）」の以上37件を一

括議題といたします。 

本件について、それぞれ委員長の報告を求

めます。 

まず、議案第78号ないし陳情第１号の以上

６件について、楠総務文教委員長。 

●総務・文教委員会委員長楠徹也君（登壇） 

ただいま議題となりました、議案第78号美

唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正の件、議案第79号美唄市延滞金徴収条例

の一部改正の件、議案第80号美唄市放課後児
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童施設条例の一部改正の件、議案第81号美唄

市体育センター条例の一部改正の件、議案第

82号美唄市火災予防条例の一部改正の件、及

び陳情第１号｢総合計画｣を議会の議決事件に

することを求める陳情の以上６件について、

総務・文教委員会の審査の経過、並びに結果

をご報告申し上げます。 

経過といたしまして、12月８日、委員会を

招集して審査いたしました。初めに、議案第

78号に対する質疑・答弁について申し上げま

す。感染症防疫業務手当について、今まで支

給実績があるのか、また国が定めた額と一緒

という理解でいいのか、との質疑に対し、最

近の支給実績はない。また、金額については、

国の法改正と同額で、国公準拠と考えている、

との答弁がありました。 

次に、議案第80号に対する質疑・答弁につ

いて申し上げます。南美唄小学校での放課後

児童施設の利用状況について、との質疑に対

し、現在、12名の放課後児童が登録している、

との答弁がありました。 

次に、議案第81号に対する質疑・答弁につ

いて申し上げます。体育センターは直営の施

設か、また、職員の配置状況について、との

質疑に対し、体育センターについては、直営

で実施しており、職員については会計年度任

用職員３名で運営している、との答弁があり

ました。 

次に、議案第82号に対する質疑・答弁につ

いて申し上げます。今回の改正により、美唄

市の事業所の中で影響が出る場所はあるのか、

との質疑に対し、今回の改正は、急速充電設

備に関することで、プラグインハイブリッド

外部から電源を供給する車両の充電設備とな

ることから、一般の事業所での取り扱いや影

響はないと考えている、との答弁がありまし

た。 

なお、議案第79号に対する質疑はありませ

んでした。 

次に、陳情第１号についての、審査におけ

る主な内容について申し上げます。本陳情の

趣旨は、総合計画策定にあたって、議会の議

決を求めるものであります。まず、審査の進

め方において、陳情者を参考人招致し、直接、

陳情者の想いを委員会で伝えてもらう機会を

議会として作り、それから審査を行うことが

出来るよう全体の合意形成をしてはどうかと

の発言があり、主に次のような意見がありま

した。 

賛成の意見としては、陳情書の趣旨は理解

するが、内容において、陳情者の意がわから

ないことから、話を聞きたいと思っているた

め、参考人を招致するべきとの意見。 

反対の意見としては、現在、市議会では、

総合計画調査特別委員会において議論をして

いるところであり、議決事件とならないとは

いえ、議会側の質疑で執行側は対応している

ため、参考人を招致しなくてもよいという意

見と、陳情書における総合計画の策定、変更

または廃止という、すべてを議会の議決事項

とすることに違和感を感じる。これまでも変

更等があった時は、議員協議会等で報告を受

けており、議会議論もしてきたと認識してい

る、との意見がありました。 

以上の経過から、意見が割れたことにより、

起立採決の結果、参考人を招致する件につい

ては、否決されました。 

次に、審査の内容の主なものについて申し
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上げます。 

賛成の意見としては、議会の最大の役割は、

意思機関として市民の意思を議会の場で議決

するというのが最大の役割である。調査につ

いては、その結果を執行側に伝えるが、内容

に関して執行側に実施する責務はないため、

議決事項とする審査では大きく異なるもので

ある。上位計画である総合計画に、議会は責

任を持つべきで、執行者側に実行させる姿勢

が必要と考えることから、採択すべきとの意

見と、反対の意見としては、現在市議会とし

ては、総合計画調査特別委員会を設置し、議

論しているところであり、議決案件ではなく

ても、内容は議決案件と同様に審議し、議会

としての役目を果たしている。議会側の質疑

等に対しては、議論の内容について理事者は

対応するものと考えることから、議決権につ

いて条例を制定しなくても、住民の意思が反

映できると考えている。また、基本構想につ

いてはすでに行政側の説明を終えており、時

期的な問題もあることから願意に沿いがたい

という意見がありました。 

結果といたしまして、議案第78号ないし議

案第82号の以上５件は、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

また、陳情第１号については、ご異議があ

りましたので、起立採決の結果、不採択すべ

きものと決定いたしました。 

本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

●議長金子義彦君 次に、議案第83号ないし

議案第107号の以上25件について、松山産業・

厚生委員長。 

●産業・厚生委員会委員長松山教宗君（登壇） 

ただいま議題となりました、議案第83号美

唄市後期高齢者医療に関する条例の一部改正

の件、議案第84号美唄市税条例の一部改正の

件、議案第85号美唄市介護保険条例の一部改

正の件、議案第86号美唄市特定用途制限地域

内における建築物等の制限に関する条例制定

の件、議案第87号美唄市空家等対策協議会条

例制定の件、議案第88号市立美唄病院診断費

及びその他料金徴収条例の一部改正の件、議

案第89号指定管理者の指定の件（美唄市南美

唄地区共同浴場）、議案第90号指定管理者の指

定の件（美唄市峰延福祉会館）議案第91号指

定管理者の指定の件（美唄市茶市内福祉会館）

議案第92号指定管理者の指定の件（美唄市光

珠内福祉会館）議案第93号指定管理者の指定

の件（美唄市東福祉会館）、議案第94号指定管

理者の指定の件（美唄市南福祉会館）、議案第

95号指定管理者の指定の件（美唄市日東福祉

会館）、議案第96号指定管理者の指定の件（美

唄市西美唄福祉会館）、議案第97号指定管理者

の指定の件（美唄市中村福祉会館）、議案第98

号指定管理者の指定の件（美唄市茶市内中央

福祉会館）、議案第99号指定管理者の指定の件

（美唄市東明西福祉会館）、議案第100号指定

管理者の指定の件（美唄市東４条福祉会館）、

議案第101号指定管理者の指定の件（美唄市北

福祉会館）、議案第102号指定管理者の指定の

件（美唄市開発福祉会館）、議案第103号指定

管理者の指定の件（美唄市癸巳福祉会館）、議

案第104号指定管理者の指定の件（美唄市総合

福祉センター）、議案第105号指定管理者指定

の件（美唄市立茶市内双葉保育園）、議案第106

号指定管理者の指定の件（美唄市立進徳保育
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園）及び、議案第107号指定管理者の指定の件

（ピパオイの里プラザ）の以上25件について、

産業・厚生委員会の審査の経過並びに結果を

ご報告申し上げます。 

経過といたしまして、12月８日、委員会を

招集して審査をいたしました。 

初めに、議案第86号に対する質疑・答弁に

ついて申し上げます。今回の条例制定により

適用となる特定用途制限地域の中に、農村環

境保全地区として茶志内町や光珠内町が適用

区域となっているが、これらの地域は国道12

号線の沿線でもあることから、今後美唄市が

発展していく際に支障にならないのか、との

質疑に対し、これらの地域については、現在

も小規模ながらではあるが、市街地が形成さ

れていることも踏まえ、あくまでも現状から

居住環境が悪化しないような観点で制定する

ものであり、決して全てを抑制するものでは

ないとの答弁がありました。 

次に、議案第87号に対する質疑・答弁につ

いて申し上げます。美唄市の直近の空き家の

戸数について。また、道路に面している倒壊

の可能性のある空き家の戸数について、との

質疑に対し、今年度の調査結果では空き家の

戸数については689戸となっている。また、道

路に面していて、倒壊の可能性がある特定空

き家と言われるものについては、現在詳しい

数字は把握していないが、来年度、北海道が

出している判断基準に基づき調査していこう

と考えている、との答弁がありました。 

次に、案第89号に対する質疑・答弁につい

て申し上げます。南美唄地区共同浴場の過去

３年間の利用人数と、直近の収入について、

との質疑に対し、南美唄地区共同浴場の利用

人数について、令和元年度が3,929人、平成30

年度が4,417人、平成29年度が5,118人となっ

ており、収入については、令和元年度は245

万6,220円となっている、との答弁がありまし

た。 

次に、議案第105号及び議案第106号の以上

の２件についての質疑・答弁は、へき地保育

所の指定管理者の指定の件であることから、

一括してご報告を申し上げます。福祉会館の

指定管理期間は５年となっているが、保育園

の指定管理期間が３年になっている理由につ

いて、との質疑に対し、へき地保育所の指定

管理期間が３年になっている理由については、

美唄市の出生児数は年々減少傾向であり、入

所児童数も減少傾向であることから、利用者

を推測し、今後も地域で安定した運営を行う

ことができるよう、指定管理期間を３年とし

ている、との答弁がありました。 

なお、議案第83号ないし議案第85号、議案

第88号、議案第90号ないし議案第104号、議案

第107号、以上20件についての質疑はありませ

んでした。 

結果といたしまして、議案第83号ないし議

案第107号の以上25件は、原案のとおり可決す

べきものと決定をいたしました。本委員会の

決定どおり、ご承認いただきますようお願い

申し上げまして、報告を終わります。 

●議長金子義彦君 次に、議案第108号ないし

議案第113号の以上６件について、谷村予算審

査特別委員長。 

●予算審査特別委員会委員長谷村知重君（登

壇） ただいま議題となりました、議案第108

号令和２年度美唄市一般会計補正予算（第８

号）、議案第109号令和２年度美唄市国民健康
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保険会計補正予算（第３号）、議案第110号令

和２年度美唄市下水道会計補正予算（第１号）、

議案第111号令和２年度美唄市介護保険会計

補正予算（第３号）、議案第112号令和２年度

市立美唄病院事業会計補正予算（第３号）及

び議案第113号令和２年度美唄市水道事業会

計補正予算（第１号）ついて、予算審査特別

委員会の審査の経過、並びに結果をご報告申

し上げます。 

経過といたしましては、12月９日、委員会

を招集して、審査いたしました。 

初めに、議案第108号の質疑・答弁のうち、

主なものについて申し上げます。初めに｢農業

振興事業（スマート農業推進）｣について、ス

マート農業の申請数が74件となっているが、

その内訳はどうなっているのか、との質疑に

対し、74件申請はすべて経営体からの申請と

なっており、内訳については、ＧＰＳ付きガ

イダンス、田植機やトラクターを含む自動操

舵システムの申請が46件、ドローンが５件、

水管理システムが１件、その他としてトラク

ターの後ろに付けるスマート農業機械が22件

となっている、との答弁がありました。 

次に、｢特産品情報発信促進事業｣について、

ふるさと納税の寄附額が年々増額となってい

るが、その要因と今後の取り組みについて、

との質疑に対し、掲載サイトを３から５に増

やすとともに、サイト間でばらつきがあった

ものを可能な限り、同じような内容の掲載と

し、また出品数を300品目から818品目とした

ことにより、寄附額が増えたと考えられる。

今後さらに寄付額の増を図るためにも、サイ

トの見やすさを改善し、魅力的な特産品を紹

介していきたい、との答弁がありました。 

次に、債務負担行為の限度額に金額を入れ

ないのは、例外的なものであり、見込める予

算については、しっかり見込んだうえで、数

字を入れるように研究していくべきと考える

がどうか、との質疑に対し、債務負担行為に

ついては、基本的には予算であるため、限度

額の予算数値が入るのが基本的であると考え

るが、他市の状況、国の一定の法改正のもと

に、例外的な取り扱いということで、文言を

表記するという解釈に立って、予算を提案し

ている。今後のあり方については、原理原則

にたって必要な検討を進めるべき内容だと理

解している、との答弁がありました。 

次に、議案第112号の質疑・答弁について申

し上げます。特殊勤務手当の支給については、

一定のルールがあるものの、その時々に応じ

た臨機応変な対応が求められることも多々あ

ると思うが、手当の支給漏れが発生しないよ

う、どのような対応・対策を考えているのか、

との質疑に対し、特殊勤務手当の支給の方法

等について、他の自治体の状況を確認しなが

ら進めており、実績の部分ついては、事前に

命令等を出していない場合でも、外来や病棟

の日誌や、臨時発熱外来で、発熱患者を仕分

けする際の実態を把握し、遅滞することなく

手当の支給を行うこととしているとの答弁が

ありました。 

なお、議案第109号令和２年度美唄市国民健

康保険会計補正予算（第３号）ないし議案第

111号令和２年度美唄市介護保険会計補正予

算（第３号）及び議案第113号令和２年度美唄

市水道事業会計補正予算（第１号）について

の質疑はありませんでした。 

結果といたしまして、議案108号ないし議案
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第113号の以上６件については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すよう、お願い申し上げて、報告を終わりま

す。 

●議長金子義彦君 これより議案第78号ない

し議案第82号について、一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括質疑を終結いたします。

これより、一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括討論を終結いたします。

これより、一括採決いたします。 

本件は委員長報告のとおりに決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第78号「美唄市職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部改正の件」ないし

議案第82号「美唄市火災予防条例の一部改正

の件 」の以上５件は委員長報告のとおり決定

されました。 

これより、陳情第１号について質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

１番森明人議員。 

●１番森明人議員（登壇） ただいま議題と

なりました、陳情第１号｢総合計画｣を議会の

議決権にすることを求める陳情について、討

論に参加いたします。 

私の立場は、原案に反対であります。以下、

その理由と若干の意見について申し上げたい

と思います。 

｢総合計画｣を議会の議決事件にすることを

求める陳情は、議会に議決権を行使できるよ

うにし、住民の意思が反映できるようにすべ

きとしています。現在市議会では、総合計画

調査特別委員会を設置し、議論をしておりま

す。調査特別委員会では、議決案件にならな

いとはいえ、内容は議決案件と同様に審議し

ており、議会側の質疑等に執行側は対応する

とともに、その議論を総合計画に反映するも

のと考えております。また、総合計画の策定

にあたり、執行側は総合計画審議会を経て、

さらに市民検討委員会でも市民の意見を十分

に反映しながら、策定に取り組んできている

ところです。 

そのことから、陳情書にある住民意思の反

映はされると考えますし、第７期総合計画が

単なる執行機関の構想にもならないものと考

え、議会としてはその役目を果たせることか

ら、議決とする条例を制定しなくてもよいと

考えます。 

以上申し上げまして陳情第１号につきまし

ては、願意に沿いがたく、反対いたします。

何卒、各議員におかれましては、ご賛同くだ

さいますようお願い申し上げ、反対討論とい

たします。 

●議長金子義彦君 10番紫藤政則議員。 

●10番紫藤政則議員（登壇） 私は討論のた

めにこの壇上に立ちまして、昨年12月12日の

討論のことを思い出しています。美唄が世界

に誇る貴重な財産、栄幼稚園の廃止が決まっ

た場面でした。市民の願いに応えることがで

きなかったことの悔しさが込み上げてきます。

そして、議論がかみ合わないまま意思決定さ
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れた議会のありように、怒りにも似た思いを

忘れることができません。このたびの討論が、

議会の責任を十分に果たし、市民からより信

頼される、議会に近づくきっかけにしたい。

そんな思いで討論の中身に入ります。 

私はただいま議題となりました陳情第１号

｢総合計画｣を議会の議決事件にすることを求

める陳情を不採択とした委員長報告に同意で

きません。私はこの陳情に賛成し、採択する

立場で発言いたします。 

この陳情の要旨は、まちづくり基本構想に

ついての法律上の変遷に触れ、本市まちづく

り基本条例に基づく、最上位の計画が総合計

画であること。議会は総合計画を執行機関の

みのものとせず、議会の議決を伴う正規の総

合計画であるべきとした上で、具体的に総合

計画の策定と改廃、及び市長公約との整合性

をとることについて希望した内容となってい

ます。私はこの陳情の趣旨を次のように読み

取ります。 

まず、地方自治法等の関連ですが、2011年

の改正により、基本構想の策定義務がなかっ

たことによる、地方の自由度は拡大したと考

えています。それは法律で総合計画について

は、基本構想、そういう表現を法律でありま

したが、この縛りを外すことで、それぞれの

自治体が、いわゆる３層構造とされる総合計

画をどのような内容とするか、自主的に判断

し、定めるためのきっかけを作った法改正だ

と考えるからであります。 

次に、まちづくり基本条例との関連につい

てですが、まちづくり基本条例の第７章にお

いて、総合計画は市政運営の基本原則として

位置付けられていること。その第２条に、総

合計画は基本構想と、基本計画を具体化する、

基本構想を具体化する基本計画の  いわゆる

２層であること。このことを定義した上で、

その策定を義務づけていること。第24条の第

２項には、総合計画についての行政評価を行

い、進行管理を行い、結果の公表を市民にす

ることとし、第25条には、財政運営は総合計

画と整合性を持ち、中長期の財政見通しのも

とに、予算の編成執行に当たることを定めて

います。つまり、総合計画は市政運営の原則

と位置付けていると同時に、市議会の議決を

要する予算を定めること。決算を認定するこ

と。そして決算認定に付される行政評価と関

連し、文字どおり、すべての行政運営に繋が

る最上位のマスタープランということができ

ます。このたびの陳情は、総合計画を正規な

ものであるべきとし、議会の議決が必要であ

ることを求めています。私はこの主張は至極、

最もなことと考えます。それは、今ほど指摘

をしたように、予算を定めること、決算を認

定することが議決事項とされているのに、そ

の上位にある総合計画に議会の意思が反映さ

れない。意思機関としての議決権がないとし

たら、本末転倒、意思機関としての議会の役

割を果たしていることにならないと思うから

です。 

議会の議決の必要を認める考え方の二つは、

下位計画が議決対象になっていることです。

それは、過疎地域自立促進市町村計画につい

てでありますが、これは過疎地域自立促進特

別措置法の第６条で、計画の策定に議会の議

決を必要としていることです。いかに法律に

書いてあるからといっても、総合計画をスル

ーしていては、議会の関与との関係で整合性
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がとれないことになります。議会の議決は必

要と考える。三つ目の理由は、まちづくり基

本条例第５条、議会条項との整合性です。同

条例第14条に市議会の責務が規定されていま

す。一つに、議決機関として長期的展望を持

つこと。二つに、会議は討論を基本とするこ

と。三つに、意思決定の過程と妥当性を明ら

かにすること。この３項目です。長期的展望

を持って意思決定に臨むとともに、市政の点

検、改善とその実施を求め、活動しなければ

ならない。これは第14条の１項の条文ですが、

ここにあるように、長期的展望は総合計画に

あります。ここでも議決が伴う必要があるこ

とを示唆しています。これまでるる申し上げ

てきた法改正のこと。これは地方の自由度が

拡大したと理解すべきであること。まちづく

り基本条例にある市政運営の基本原則に位置

付けられていること。総合計画を議決事項に

することで、予算を定めることをはじめ、議

決事項との整合は図られること。同じく下位

計画が議決対象で、その上位にある総合計画

が対象外では本末転倒であること。そして、

まちづくり基本条例にある議会の責務を果た

す必要があること。それを陳情に賛成する理

由として、申し述べてきます。言うまでもな

く、議決権は議会の中心的権能であります。

議会みずから、その権能を手放すことは、市

民の声を議会が受けとめ、市政に反映するこ

とを手放すことにも繋がりかねません。ぜひ、

議員諸兄には、ご賛同をいただきたいと思い

ます。 

次に、ただいま森議員の討論の内容につい

て、反論を試みたいと思います。 

一つに、総合計画は調査特別委員会で審議

している。調査をして、その過程において、

執行側は計画に反映してくれるはずだという

ことを訴えておられました。二つに、総合計

画は市民検討委員会で検討し、住民意思が反

映される。このことを話されておりました。

三つには、執行機関だけの構想ではない、そ

ういうこともお話しでありました。私は、調

査権と審議議決権、このことをごっちゃにし

た討論であると思います。調査は何のために

あるか、意思機関の役割は地方公共団体の、

そして議会の意思を決定をすることであり、

調査はその答弁について、法律的縛りは全く

ありません。これらが執行側に計画に反映さ

れる。このことを主張される根拠と相容れな

いわけであります。私は、これらの討論に関

しましては、論旨は成り立っていない。この

主張は破綻していると言わざるをえません。

以上が反論であります。 

最後に、２点意見を申し述べます。１点は、

陳情案件提案に至るプロセスについてです。

このことについては、12月１日の本会議の議

長報告への質疑で明らかになっているとおり、

議長が陳情書の取り扱いを当初不受理とした

ことは、侵してはならない不手際です。幸い

にも本会議のやりとりで明らかになったよう

に、判断を誤ったということで軌道修正をさ

れました。これは私にとっては救いでありま

す。しかし、この不手際にあたって、謝罪と

反省の弁がなければならないと思います。駄

目押しと言われるかもしれませんが、ここに、

議会要覧の８ページの一文を申し上げます。

市議会への請願・陳情、市民は、市政につい

ての要望があるときは、誰でも市議会に対し

請願・陳情をすることができます。紹介議員
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のあるものを請願、ないものを陳情と呼び、

その取り扱いは美唄市議会の場合は全く同じ

です。請願、陳情は、委員会で内容を審査し、

本会議で採択、不採択の結論を出します。採

択することに決定をした場合には、市議会は

これを市長などに送り、その実現を図ります。

議会の議決結果については、賛否にかかわら

ず、提出者に通知します。これは、いわゆる

会議規則135条の陳情の処理、そして請願の扱

いについて、要約をしたものであります。そ

して、請願陳情の書式例として、例がここに

示され、これは私ども議員だけでなくて、市

民の皆さんにもお示しする内容であろうと思

っています。ぜひ今後ともですね、判断ミス

を起こされないことを肝に銘じていただきた

い。このように思います。意見の提案に至る

プロセスの二つ目であります。総務・文教常

任委員会における参考人の対応については、

先ほど委員長報告がありました、12月８日の

総務・文教常任委員会において、参考人を招

致し、直接考えを伺う機会を作るべし、との

声はかき消され、参考人招致は実現しません

でした。このことは、いかに議会側に参考人

招致の主体性があるとはいえ、市民が市政に

参加する、そして意見表明をする。このこと

を市民の権利として、まちづくり基本条例第

10条に規定している内容にそぐわない扱いと

なったわけであります。この市民の市政参加

のあり方に、議員全体が共通認識を持って、

再考していくきっかけにしていただきたい。

このことを強く訴えたいと思います。 

もう一つの意見に関しましては、陳情者に

対する感謝の念であります。陳情者は、憲法、

地方自治法、その経過含めて精査をされ、じ

っくりその問題に向き合ってしたためてくれ

た陳情・請願に関する自らのレポートを添え

て、事前に何人かの議員さんに要請をしたと

承知をしています。私のところにもまいりま

した。これらのご努力、改めて陳情・請願と

は何かということを勉強する機会をいただき

ました。このことを心から感謝し、討論にか

える次第です。ご清聴ありがとうございまし

た。 

●議長金子義彦君 これをもって討論を終結

いたします。 

これより採決いたします。 

ご異議がありますので、起立により採決い

たします。 

本件に対する委員長報告は原案不採択であ

ります。 

陳情第１号を採択することに賛成の議員の

起立を求めます。 

起立少数であります。 

よって、陳情第１号「｢総合計画｣を議会の

議決事件にすることを求める陳情」は、委員

長報告のとおり決定されました。 

これより、議案第83号ないし議案第107号に

ついて一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括質疑を終結いたします。

これより、一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括討論を終結いたします。 

これより、一括採決いたします。 

本件は委員長報告の通り決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 
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よって、議案第83号「美唄市後期高齢者医

療に関する条例の一部改正の件」ないし議案

第107号「指定管理者の指定の件」の以上25

件は委員長報告のとおり決定されました。 

これより、議案第108号ないし議案第113号

について、一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括質疑を終結いたします。 

これより、一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括討論を終結いたします。 

これより、一括採決いたします。 

本件は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第108号令和2年度美唄市一般

会計補正予算（第８号）ないし議案第113号令

和２年度美唄市水道事業会計補正予算（第１

号）の以上６件は委員長報告のとおり決定さ

れました。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第３、桂沢水

道企業団議会議員選挙を行います。 

本件は、前任の山上他美夫議員の辞任に伴

い、補充として選挙を行うものであります。  

お諮りいたします。 

選挙すべき、本企業団議会議員の数を１人

とし、選挙の方法は地方自治法第118号、第２

項の規定により、指名推選の方法によりたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選の方法によ

ることに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名

することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定

いたしました。 

桂沢水道企業団議会議員に桜井龍雄副議長

を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま、議長において指名いたしました、

桜井龍雄副議長を当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました桜井龍

雄副議長が桂沢水道企業団議会議員に当選さ

れました。 

ただいま、当選されました桜井龍雄副議長

が議場におられますので、本席より、会議規

則第32条第２項の規定による、告知をいたし

ます。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第４、美唄市

選挙管理委員会委員及び同補充員選挙を行い

ます。 

お諮りいたします。選挙の方法については、

地方自治法第118号第２項の規定により、指名

推選によりたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選によること

に決定いたしました。 

お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにいたしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定

いたしました。 

お諮りいたします。 

選挙管理委員会委員に、中田礼二君、熊谷

正美君、大野賢治君、橋本守君を選挙管理委

員会委員補充員に、鈴木順一君、山角和明君、

野村敏行君、横山幸男君、以上の被指名人を

もって当選人と定めること、並びに補充員の

順序は指名順序によることに、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、美唄市選挙管理委員会委員及び同

補充員は、指名の通り決定されました。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第５、議案第

114号「美唄市監査委員選任の件」ないし日程

の第7、議案第116号「美唄市固定資産評価審

査委員会委員選任の件」の以上３件を一括議

題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。

市長。 

●市長板東知文君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第114号美唄市監査委員選任の

件であります。本件は、後藤樹人委員が12月

31日をもって、任期満了となりますので、本

市監査委員として、新たに西尾正氏を選任い

たしたく、地方自治法の規定により、議会の

同意を求めるものであります。 

次に、議案第115号美唄市教育委員会委員選

任の件であります。本件は、斎藤実委員が12

月18日をもって、任期満了となりますので、

本市教育委員会委員として、新たに要覚忍氏

を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の規定により、議会の同意

を求めるものであります。 

次に、議案第116号美唄市固定資産評価審査

委員会委員選任の件であります。本件は、今

野守委員が12月26日をもって、任期満了とな

りますので、本市固定資産評価審査委員会委

員として、引き続き、今野守氏を選任いたし

たく、地方税法の規定により、議会の同意を

求めるものであります。よろしくご審議をお

願いいたします。 

●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

ただいま、提案理由の説明がありました議

案第114号については、別にご発言もないよう

ですので、原案のとおり、これに同意するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第114号「美唄市監査委員選任

の件」は原案のとおり同意することに決定さ

れました。 

お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明がありました、議

案第115号については、別にご発言もないよう
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ですので、原案のとおりこれに同意すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第115号「美唄市教育委員会委

員任命の件」は、原案のとおり合意すること

に決定されました。 

お諮りいたします。 

ただいま、提案理由の説明がありました、

議案第116号については、別にご発言もないよ

うですので、原案のとおり同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第116号「美唄市固定資産評価

審査委員会委員選任の件」は、原案のとおり

同意することに決定されました。 

この場合、12月31日もって監査委員として

の任を終えられます、後藤樹人君及び、12月

22日をもって、選挙管理委員会委員長を退任

されます高田豊君からそれぞれ発言を求めら

れておりますので、これを許します。 

初めに、後藤樹人君。 

●監査委員後藤樹人君（登壇） 発言のお許

しいただき、ありがとうございます。私は12

月31日をもって任期満了により、監査委員を

退任させていただくことになりました。４年

間、監査業務という貴重な経験をさせていた

だくとともに、市会議員の皆様には、多くの

ご指導、ご支援を賜りましたこと、深く感謝

申し上げます。 

今、新型コロナウイルスが再び全国に感染

拡大し、社会情勢が厳しい状況となっており

ますが、このような世の中であっても、美唄

市の一層充実を発展されますよう、心から祈

念いたしまして、退任の挨拶とさせていただ

きます。大変お世話になりました。ありがと

うございます。 

●議長金子義彦君 続いて、高田豊君。 

●選挙管理委員会委員長高田豊君 発言の機

会をいただきありがとうございます。このた

び、12月22日の任期を持ちまして、お許しを

いただき、一言、ご挨拶を申し上げます。任

期８年の長きにわたり、選挙管理委員会委員

として、また、この４年間、委員長を、この

間各種の選挙がございましたが、職責を全う

することができたのではないかと思うところ

であります。これもひとえに市議会議員の皆

様、市理事者の皆様、また、市民の皆様のご

理解とご協力によるものと心から感謝を申し

上げます。 

最後に、美唄市のますますのご発展と皆様

のご健康、ご活躍を心よりご祈念申し上げま

して、退任のごあいさつとさせていだきます。

長い間、大変お世話になりました。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第８、意見書

第８号「コロナ禍による地域経済対策を求め

る意見書」ないし日程の第11、意見書第11号

「不妊治療への保険適用の拡大を求める意見

書」の以上４件を一括議題といたします。 

本件に関し、それぞれ提案理由の説明を求

めます。 

初めに、意見書第８号及び意見書案第９号

の以上２件について、８番松山教宗議員。 

●８番松山教宗君（登壇） ただいま議題と

なりました、意見書案第８号及び意見書案第

９号につきまして、案文を朗読し、提案理由
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の説明に変えさせていただきます。 

 

コロナ禍による地域経済対策を求める意見書 

 

日本農業をめぐっては、ＴＰＰ11や日米貿

易協定など大型ＦＴＡが相次いで発行される

なか、輸入農畜産物の関税撤廃・削減による

各協定での国内への影響試算は、北海道はも

ちろんのこと全国において、農業や地域経済

の影響が懸念されていました。そうしたなか、

１月15日に新型コロナウイルス感染者が、国

内で初めて確認されてから、この間、国内外

で人や物の移動制限が措置される状況下で、

感染拡大が今もなお爆発的に広がっています。

感染拡大によって、各国での輸出入制限を強

める動きから、農畜産物を輸入に依存してい

る、我が国の食料政策に懸念を抱くこととな

り、緊急時に自国の食料を安定的に確保する

という食料安全保障の重要性が高まっていま

す。 

また、世界中に感染が広がる新型コロナウ

イルス感染症においては、感染リスクが高ま

る冬の時期を迎え、日本においても感染が全

国的な広がりを見せており、一日当たりの感

染者数は日を追うごとに増加し、行動範囲な

どの自粛を求める機運が高まっています。し

かしながら、国は経済の活性化を図る取組み

と感染防止対策の両立を進めていますが、同

時に、感染拡大による各種イベント事業の中

止や飲食業利用者の大幅減などにより、地域

経済への打撃も深刻化しています。 

農業においては、インバウンド需要の落ち

込みや中食・外食産業の低迷で、米や牛肉・

乳酸品、小麦、小豆、砂糖など需要が大幅に

減少し、需要喚起と価格の回復対策が急務と

なっています。特に、米においては、新型コ

ロナウイルス等の影響による大幅な消費減少

に加え、主産地が豊作基調にあることから需

給が緩和しており、来年に向けては大規模な

減産が求められております。 

コロナ禍の終息が見られない状況において、

美唄市はもとより、農業を基幹産業としてい

る北海道は、深刻な問題となっており、今後

も農畜産物への影響が続くと、農業者の経営

困窮や関連企業の縮小・倒産など地域経済に

大きなダメージを与えます。 

このため、農業者が次年度以降も安心して

営農を継続出来るよう、新型コロナウイルス

対策の強化を図るとともに、地方自治体への

対策関連予算を十分に確保し、適時対応頂き

ますよう要望致します。 

 

記 

１．新型コロナウイルス感染拡大が続くと、

一層のインバウンド需要の落ち込み、観光事

業の低迷や外出自粛などで、経済損失が拡大

し地域社会全体の影響は必至なことから、地

方自治体への対策関連予算を十分に確保し、

適時対応を図ること。 

２．新型コロナウイルス感染拡大によって落

ち込んでいる農畜産物の需要を喚起する対策

を強化し、今後もコロナ禍での影響試算と対

策を拡充すること。特に、米の需要・価格安

定に向けた対策を早期に実施するとともに、

来年度に向けた米政策についても、抜本的な

見直しを図り需給調整機能が発揮される仕組

みを構築すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により、意
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見書を提出します。 

令和２年12月10日  

北海道美唄市議会 

 

経営所得安定対策における｢子実用とうもろ

こし｣の適用拡大を求める意見書 

 

北海道における子実用とうもろこしの栽培

は、転作畑での土づくりと適正輪作の確立を

目指し、道立総合研究機構中央農業試験場の

全面的なバックアップを受け、平成20年の試

験栽培を端緒に現在では約400ヘクタールま

で栽培面積が拡大しています。 

道内には約10万ヘクタールの転作畑があり、

そこで栽培する作物の経済性を高めることが

水田農業地域における極めて重要な課題であ

ることから、道は高収益作物として各種野菜

や花き類の作付け振興を展開し、大きな成果

を上げています。 

一方、転作畑の畑作物として麦類や豆類の

作付けが進みましたが、転作畑特有の透排水

性不良に伴う生育不良や、連作傾向の定着に

よる各種土壌病害の多発などの問題が顕在化

し、道立総合研究機構による技術開発や品種

改良とその普及活動により改善がされたもの

の、十分とは言えない状況にあり、その根本

的な原因は、転作畑における畑作品目の選択

肢が少ないことであります。 

秋まき小麦と大豆、特に秋まき小麦に偏っ

た作付けが定着し、それが収量と品質の不安

定さの要因となっていましたが、子実用とう

もろこしを導入した輪作体系では、多量有機

物の圃場還元と透排水性改善などによる土づ

くりが進み、麦類（秋まき小麦、春まき小麦）

や豆類の収量と品質を飛躍的に向上させる効

果が認められています。 

さらに、子実用とうもろこしは病害虫防除

の必要が無い他の作物に例を見ない省力型作

物であり、収量的には他の穀類が追随できな

い多収性作物（700Kg以上／10a）という特徴

があります。 

しかし、子実用とうもろこしの経済性は、

収穫子実の用途によって大きく左右されてい

る実態にあります。これは、経営所得安定対

策において、戦略作物助成、産地交付金にお

ける高収益作物等拡大加算、水田農業高収益

化推進助成などの措置が、収穫子実を飼料用

として利用する場合に限って適用する方針で

あることに起因しています。 

本市においても、平成23年より新たな転作

作物として可能性を検証するため試験栽培に

取り組み、転作畑での課題解決に大きく寄与

する効果を認めているものの、その経済性は

再生産可能な水準に程遠く普及に至っていな

い状況であります。 

子実用とうもろこしは、その用途を問わず

北海道農業の主要品目として位置づける作物

であり、わが国の食料自給率の向上に大きく

貢献できる作物であります。 

以上のことから国は、子実用とうもろこし

の生産とその利用を振興するため、次の措置

を講ずるよう強く要望します。 

 

記 

１．経営所得安定対策に適用する作物に、子

実用とうもろこしを加えること。 

２．子実用とうもろこしを、畑作物の直接支

払交付金の対象作物に加え、数量払、面積払
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を他の対象作物同様に措置すること。 

３．水田活用の直接支払交付金の戦略作物助

成、産地交付金の高収益作物等拡大加算、水

田農業高収益化推進助成における対象作物の

表記を改め、子実用とうもろこし（食用、飼

料用）を明記すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により、意

見書を提出します。 

令和２年12月10日 

北海道美唄市議会  

 

なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただきますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長金子義彦君 次に、意見書第10号及び

意見書第11号の以上２件について、１番森明

人議員。 

●１番森明人議員（登壇） ただいま議題と

なりました、意見書案第10号及び意見書案第

11号につきまして、案文を朗読し、提案理由

の説明に代えさせていただきます。 

 

犯罪被害者支援の充実を求める意見書 

 

2004年に犯罪被害者基本法が成立し、犯罪

被害者は｢個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳

にふさわしい処遇を保障される権利｣の主体

であることが宣言され、犯罪被害者支援施策

は一定の前進を果たしました。しかしながら、

犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられる

だけの整備は、未だ十分になされているとは

言い難い現状です。 

例えば、被害直後から公費によって弁護士

の支援を受ける制度や、国による損害の補償

制度といった、財政支援を必要とする施策は

未だに実現されていません。 

また、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯

罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援

センターの設立といった施策も、地域によっ

て大きな格差を残しています。 

犯罪被害者の権利に対応して、国は、たゆ

まず支援施策の充実を進めていく責務を負っ

ており、国においては、犯罪被害者支援の充

実を図るため下記の事項を実施するよう強く

要望します。 

 

記 

１．犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速か

つ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害

回復の実効性を確保するための必要な処置を

講じること。 

２．（犯罪被害者等補償法を制定して）犯罪被

害者に対する経済的支援を充実させるととも

に、手続的な負担を軽減する施策を講じるこ

と。 

３．犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から

弁護士による法的支援を受けられるよう、公

費による被害者支援弁護士制度を創設するこ

と。 

４．性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点

型ワンストップ支援センターを、都道府県に

最低１ゕ所は設立し、人的・財政的支援を行

うこと。 

５．地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策

を実施するため、全ての地方公共団体におい

て、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支

援すること。 
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以上、地方自治法第99条の規定により、意

見書を提出いたします。 

令和２年12月10日 

北海道美唄市議会 

 

不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 

 

日本産婦人科学会のまとめによると、2018

年に不妊治療の一つである体外受精で生まれ

た子どもは５万6,979人となり、前年に続いて

過去最高を更新したことが分かりました。こ

れは実に16人に１人が体外受精で生まれたこ

とになります。また晩婚化などで妊娠を考え

る年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えてい

ることから、治療件数も45万4,893件と過去最

高となりました。 

国においては2004年度から、年１回10万円

を限度に助成を行う｢特定不妊治療助成事業｣

が創設され、その後も助成額や所得制限など

を段階的に拡充してきています。また、不妊

治療への保険適用もなされてきましたが、そ

の範囲は不妊の原因調査など一部に限られて

います。保険適用外の体外受精や顕微授精は、

１回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰

り返すことが多いため、本市の現状として、

不妊治療の助成を受けている市民も増えてお

り、不妊治療を行う人々にとっては過重な経

済負担と負担になっている場合が多いところ

です。 

厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用

などの実態調査を10月から始めていますが、

保険適用の拡大および所得制限の撤廃を含め

た助成制度の拡充は、早急に解決しなければ

ならない喫緊の課題です。 

そこで、政府におかれては、不妊治療を行

う人々が、今後も安心して治療に取り組むこ

とが出来るよう、下記の事項について早急に

取り組むことを強く要望します。 

 

記 

１．不妊治療は一人一人に最適な形で実施す

ることが重要であるため、不妊治療の保険適

用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選

択肢を狭めることがないよう十分配慮するこ

と。具体的には、現在、助成対象となってい

ない｢人工授精｣をはじめ、特定不妊治療であ

る｢体外受精｣や｢顕微授精｣さらには｢男性に

対する治療｣についてもその対象として検討

すること。 

２．不妊治療の保険適用の拡大が実施される

までの間については、その整合性も考慮しな

がら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など

既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅

広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図

ること。 

３．不妊治療と仕事の両立できる環境をさら

に整備するとともに、相談やカウンセリング

など不妊治療に関する相談体制の拡充を図る

こと。 

４．不育症への保険適用や、事実婚への不妊

治療の保険適用、助成についても検討するこ

と。 

以上、地方自治法第99条の規定により、意

見書を提出します。 

令和２年12月10日  

北海道美唄市議会 

なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただけますよ
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うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明がありました、意

見書第８号ないし意見書第11号の以上４件に

ついては、別にご発言もないようですので、

原案のとおり決することに、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、意見書案第８号「コロナ禍による

地域経済対策を求める意見書」ないし意見書

案第11号「不妊治療への保険適用の拡大を求

める意見書」の以上４件は、原案のとおり可

決されました。 

以上をもちまして、今期定例会に付議され

ました各案件は全部議了いたしました。 

これをもって、令和２年第４回美唄市議会

定例会は閉会いたします。 

 

午前１１時１５分 散会 
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